
「障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について」の障全協コメント
障害者・家族の願いは応益負担の中止！あらためて法の抜本改正を求めます！
　厚生労働省は１２月２６日（火）、障害保健福祉関係主管課長会議を開催しました。
今回の会議では、本年４月から実施された障害者自立支援法におけるあらたな改善策についての説明・周知徹底が行われました。この改善策は、自民党障害者福祉委員会が１１月３０日に「障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について」（中間まとめ）をとりまとめ、これを受けて同省が２００６年度補正予算案・２００７年度予算案の編成作業の中で具体化を図ってきたものです。
  あらたに示された改善策は、①利用者負担の更なる軽減、②事業者に対する激変緩和措置、③新法への移行等のための緊急的な経過措置の３点であり、２００８年度までの特別対策として実施されるものです。
利用者の負担軽減については、通所・在宅サービス利用の負担上限額を、現行２分の１から４分の１に引き下げ、軽減対象も収入ベースで概ね６００万円（市町村民税の所得割１０万円未満）まで拡大しています。障害児については、通所・在宅サービスのみならず、入所サービスにも軽減対象を拡大し、入所サービス利用については、工賃控除の徹底として年間２８．８万円まで全額控除としています。
事業者に対する激変緩和措置では、旧体系における従前額保障を、現行８０％保障から９０％保障に引き上げ、あわせて旧体系から新体系に移行した場合の激変緩和措置（９０％保障）もあらたに設定し、通所事業者に対する送迎費用を助成するとしています。
新法への移行等のための緊急的な経過措置では、小規模作業所等に対する助成（定額で１１０万円）、移行への改修等経費、グループホーム立ち上げ経費への助成、制度改正に伴うかかり増し経費への助成などが主な内容になっています。
  この改善策の予算規模は、総額１２００億円。その内訳は、①利用者負担の更なる軽減に２４０億円で、２００７年度・２００８年度当初予算で対応し、②事業者に対する激変緩和措置に３００億円、③新法への移行等のための緊急的な経過措置に６６０億円、②と③を合わせた９６０億円は２００６年度補正予算案に計上されており、これを実施するために都道府県に基金を造成するとしています。
●障害者・家族、関係者の運動が政治を動かした！
  今回の改善策を実現した背景には、障害者・家族・関係者のこの間の運動があり、とりわけ「出直してよ！　自立支援法１０．３１大フォーラム」では、全国各地から１万５０００人が集い行動するなど、かつてない関係者の共同行動が全国的に展開され、その勢いはとどまることなく、日に日に広がってきています。
  私ども障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会は、共同行動の一翼を担いつつ、全国障害者問題研究会・きょうされんとともに、ＮＰＯ法人大阪障害者センター障害者生活支援システム研究会が実施した「障害者自立支援法のサービス利用に関する全国影響調査」にも協力し、応益負担の導入に伴う負担増がサービス利用の抑制・断念という、あってはならない実態等を明らかにし、何よりも障害が重くサービス利用を必要とする人・低所得者層ほど負担が重くなるという逆進性をあらためて浮き彫りにし、早急な改善なくして障害者の真の自立はないことを提言しました。
  こうした問題多い自立支援法ゆえの深刻な実態とその改善・見直しを求める共同行動の前進が政治を動かし、今回のあらたな改善策の提案になったことはいうまでもありません。
●応益負担の中止なくして障害者の真の自立はありえない！
厚生労働省は、改善策の提案にあたり、今回の法改正が抜本的なものであることから、さまざまな意見が出されていることを認めつつも、法の趣旨に対しては日を追うごとに賛同が得られていること、サービス利用の抑制・断念、事業の収入減などの指摘は個別事例であることなど、１０月に発表した「障害者自立支援法の実施状況について」の何ら信憑性のない「調査結果」をふまえていることは大きな問題であり、また改善策は今回限りであると言わんばかりの姿勢は絶対に許すことはできません。
  具体的な改善策の内容についても、負担上限額の引き下げ等の利用者に対する負担軽減や従前額保障の引き上げ等の事業者に対する激変緩和措置が、現状の諸問題にどのように影響するかは今後注目する必要があります。しかし、障害が重くサービス利用を必要とする人・低所得者層ほど負担が重くなるという逆進性の問題や「工賃より高い利用料」のみの対応だけで「働きに行くのになぜお金をとられるのか」の障害当事者の深刻な声には全く応えていない問題など、応益負担の根本的な問題は棚上げされたままになっています。
事業者に対する報酬単価の激変緩和措置についても、現行事業の維持・発展、新規事業移行への躊躇や小規模作業所の移行問題などが抜本的に解消されるとは到底考えられず、また十分な財政支援がない中で地域生活支援事業の実施困難・自治体格差の問題が解消するはずがありません。
  いずれにしても、「法の枠組みを守りつつ、３年後の見直しまでの措置」という今回の改善策は、現行の応益負担・報酬体系を前提にしたものであり、しかも２００６年度から２００８年度までの期限付き見直しであって、３年後にはどうなるかの不安も含めて、現状の問題を根本的に解消するものとはいえません。負担増に伴う利用者のサービス利用の抑制・断念が事業経営を圧迫すること、障害程度区分の高い認定や報酬単価の引き上げが利用料の負担増につながることなど、利用者と事業者を分断させる制度上の根本問題の改善が早急に必要であり、そのためにも応益負担の即刻中止が決定的に重要であることをあらためて強調しなければなりません。
●法の抜本改正を求めて共同行動のさらなる前進を！
私たちは、今回の改善策が運動の大きな成果であることを確信にし、応益負担の中止等法の抜本改正を求めて引き続き全力をあげることを決意します。とりわけ、自立支援法によって悩み苦しむ多くの障害者・家族・関係者との共同行動を重視し、「出直せ！自立支援法」「応益負担反対」の声をさらに大きな世論とし、真に障害者の自立を支援する法整備を追求します。また、３年後の介護保険への安易な「統合」を許さないために、政府・厚生労働省にこれまで以上の要請を強めます。
２００６年１２月２７日
                             　障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会

